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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を有し、段差形状により形成された第１部分および前記第１部分より厚みが大き
い第２部分を備える第１筐体と、
　操作部を有し、段差形状により形成された第３部分および前記第３部分より厚みが大き
い第４部分を備える第２筐体と、
　前記第２筐体に対し前記第１筐体をスライド移動させる連結部と、
　前記スライド移動した状態で前記第１筐体と前記第２筐体との間に生ずる空隙と、
　前記第１筐体および前記第２筐体のうちの一方に設けられ、前記スライド移動した状態
で背面空間が前記空隙に連通するスピーカと、
　を備えた携帯端末。
【請求項２】
　前記第１筐体もしくは前記第２筐体に設けられた貫通孔を有し、
　前記空隙と前記スピーカとが前記貫通孔に連通することを特徴する請求項１に記載の携
帯端末。
【請求項３】
　前記スライド移動を検出する検出部と、
　前記検出部からの検出信号に基づいて前記スピーカの音量を低下させる制御部とを備え
ることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項４】
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　前記スライド移動を検出する検出部と、
　前記スピーカから通話先の音声を出力しているときにエコーキャンセルを行う制御部と
を有し、
　前記制御部は、前記検出部が前記スライド移動を検出しないときに最適な第１のエコー
キャンセルモードを選択し、
　前記検出部が前記スライド移動を検出したときに前記第１のエコーキャンセルモードよ
りも強くエコーをキャンセルする第２のエコーキャンセルモードを選択することを特徴と
する請求項１に記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの筐体をスライド可能に有するとともに、スピーカを備えた携帯端末に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、スピーカの背面に形成される空間の容積により、スピーカの最低共振周波数
（ｆ０）の周波数が決定されることが知られている。背面の空間容積が大きいほどｆ０の
値は小さく、背面の空間容積が小さくなるにつれてｆ０の値は上昇していく。また、ｆ０
以下の傾きは、スピーカ部品の特性により決定される。従って、背面の空間容積が大きい
ほど、主に音量感に影響を与える低域の周波数帯域の値が大きくなることから、スピーカ
の鳴動音が大きくなる。
【０００３】
　このため、携帯端末等の電話機において、音声を発する受話用のスピーカの音量を増大
させる１方法として、スピーカの後方に設ける背面の空間容積を大型化することが行われ
ている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平８－１３９７９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のスライド式の携帯端末においては、上側の筐体と下側の筐体が独立し
た空間であり、スピーカ鳴動に有効な背面空間は、スピーカを配置している側の筐体内に
形成される空間のみに限定されているため、背面空間を拡大するには筐体の大型化が必要
となる。
　しかしながら、近年の携帯端末は、小型化、薄型化が望まれているため、筐体の大型化
を行うことなくスピーカの背面に大きな空間を確保することは困難であるという問題があ
った。
【０００５】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、スライド式の携帯端末におい
て、筐体を大型化することなくスピーカの背面空間を大きくして、スピーカの音量感を向
上させることのできる携帯端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の携帯端末は、表示部を有し、段差形状により形成された第１部分および前記第
１部分より厚みが大きい第２部分を備える第１筐体と、操作部を有し、段差形状により形
成された第３部分および前記第３部分より厚みが大きい第４部分を備える第２筐体と、前
記第２筐体に対し前記第１筐体をスライド移動させる連結部と、前記スライド移動した状
態で前記第１筐体と前記第２筐体との間に生ずる空隙と、前記第１筐体および前記第２筐
体のうちの一方に設けられ、前記スライド移動した状態で背面空間が前記空隙に連通する
スピーカと、を備えた構成を有している。
【０００７】
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　この構成により、段差形状により形成された第１部分および前記第１部分より厚みが大
きい第２部分を備える第１筐体と、段差形状により形成された第３部分および前記第３部
分より厚みが大きい第４部分を備える第２筐体とを、連結部によってスライド移動可能に
連結しているので、第１筐体および第２筐体をスライド移動させて開くと両筐体間に空隙
が生じる。この空隙に、第１筐体または第２筐体に設けられているスピーカの背面空間が
連通するので、スピーカの背面空間が拡大され、スピーカの音量感を向上させることがで
きることとなる。
【０００８】
　また、本発明の携帯端末は、前記第１筐体もしくは前記第２筐体に設けられた貫通孔を
有し、前記空隙と前記スピーカとが前記貫通孔に連通する構成を有している。
【０００９】
　この構成により、第１筐体と第２筐体とがスライド移動によって開かれた際に生じる空
隙と、スピーカの背面空間とが貫通孔を介して連通するので、スピーカの背面空間が拡大
され、スピーカの音量感を向上させることができることとなる。
【００１０】
　また、本発明の携帯端末は、前記スライド移動を検出する検出部と、前記検出部からの
検出信号に基づいて前記スピーカの音量を低下させる制御部とを備える構成を有している
。
【００１１】
　この構成により、検出部は、第１筐体と第２筐体との間のスライド移動によって開かれ
たことを検出したら、信号を制御部に発する。制御部では、送られてきた信号に基づいて
スピーカの音量を低下させるので、不意に音量が大きくなるのを防止することができる。
【００１２】
　さらに、本発明の携帯端末は、前記スライド移動を検出する検出部と、前記スピーカか
ら通話先の音声を出力しているときにエコーキャンセルを行う制御部とを有し、前記制御
部は、前記検出部が前記スライド移動を検出しないときに最適な第１のエコーキャンセル
モードを選択し、前記検出部が前記スライド移動を検出したときに前記第１のエコーキャ
ンセルモードよりも強くエコーをキャンセルする第２のエコーキャンセルモードを選択す
る構成を有している。
【００１３】
　この構成により、テレビ電話時やハンズフリー通話時等のように使用者が携帯端末のレ
シーバを耳から離した状態で通話する際には、音声はスピーカから発せられることになる
。この場合において、検出部が第１筐体および第２筐体のスライド移動を検出しない場合
には、制御部は第１筐体および第２筐体が閉じた状態に適する第１のエコーモードを選択
する。また、検出部が第１筐体および第２筐体のスライド移動を検出した場合には、制御
部は、第１筐体および第２筐体が開いた状態に適するよりエコーキャンセル効果が大きな
第２のエコーモードを選択する。このため、スライド移動の状況に応じて適したエコーモ
ードを選択することができ、エコーの発生を低減することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、段差形状により形成された第１部分および前記第１部分より厚みが大きい第
２部分を備える第１筐体と、段差形状により形成された第３部分および前記第３部分より
厚みが大きい第４部分を備える第２筐体とを、連結部によってスライド移動可能に連結し
ているので、第１筐体および第２筐体をスライド移動させて開くと両筐体間に空隙が生じ
る。この空隙に、第１筐体または第２筐体に設けられているスピーカの背面空間が連通す
るので、スピーカの背面空間が拡大され、スピーカの音量感を向上させることができると
いう効果を有する携帯端末を提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の第１実施形態にかかる携帯端末について、図面を用いて説明する。
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　図１は閉じた状態の携帯端末であり（Ａ）は本発明の第１の実施の形態にかかる携帯端
末の平面図、（Ｂ）は（Ａ）（Ｃ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図、（Ｃ）は携帯端末の底面図、
図２は開いた状態の携帯端末であり（Ａ）は本発明の第１の実施の形態にかかる携帯端末
の平面図、（Ｂ）は（Ａ）（Ｃ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図、（Ｃ）は携帯端末の底面図、図
３はスピーカ出力音圧周波数特性の例を示すグラフ、図４は背面容積の違いによる特定の
周波数に対する音圧レベルの例を示す表である。
【００１６】
　図１および図２に示すように、本発明の実施形態にかかる携帯端末１０は、第１筐体で
ある上筐体２０と、第２筐体である下筐体３０とを有しており、両筐体２０、３０は、伸
縮自在の連結部１１によってスライド可能に支持されている。従って、図１に示す閉状態
と、図２に示す開状態とを選択することができる。なお、連結部１１は、上筐体２０の内
部に取り付けられるスライド部分と、下筐体３０の内部に取り付けられるスライドベース
とを有しており、スライド部分がスライドベースに対してスライドすることにより、両筐
体２０、３０は、伸縮自在となっている。
【００１７】
　上筐体２０は、段差形状により形成された第１部分２１および第１部分２１より厚みが
大きい第２部分２２を備えている。上筐体２０の上面には、略全面にわたって表示部２３
および表示部２３に隣接してナビ操作部２４を有しており、上筐体２０の上端部（図１（
Ａ）において上端）にはレシーバ２６を有するとともに、下筐体３０の下端部にはマイク
２７を有している。また、上筐体２０の下面は、第２部分２２の図２（Ｂ）中上側の約半
分程度に底面２２ａを有し、他の部分は下に開口している。さらに、上筐体２０の内部に
は、プリント基板２５およびスライド部（図示省略）が設けられている。
【００１８】
　一方、下筐体３０は、段差形状により形成された第３部分３１および第３部分３１より
厚みが大きい第４部分３２を備えている。下筐体３０の下部（図２（Ｂ）中下部）の上面
には操作部である主操作部３３が設けられており、下筐体３０の内部における主操作部３
３の周囲には空隙３９が設けられている。下筐体３０の上面における主操作部３３以外の
部分は上に開口している。また、下筐体３０の下面は、全面に底面３０ａが設けられてお
り、下筐体３０の内部には、プリント基板３４およびスライドベース（図示省略）が設け
られている。
【００１９】
　また、図１（Ｃ）に示すように、下筐体３０の底面３０ａの一部には、電池の出し入れ
を行うための蓋３６が着脱可能に設けられており、蓋３６（すなわち電池）部分の横の下
筐体３０の内部にはスピーカ３５が設けられている。スピーカ３５の周囲には背面空間３
７が設けられており、スピーカ３５の音量感の向上を図っている。なお、スピーカ３５の
背面（図１（Ｂ）において左面）に位置する連結部１１（スライドベース）および下プリ
ント基板３４には複数個の貫通孔３８が設けられており、背面空間３７は貫通孔３８にお
いて開口することになる。
【００２０】
　従って、図１（Ｂ）に示すように、上下筐体２０、３０を閉じた状態では、スピーカ３
５の背面空間３７は、貫通孔３８によって開口するものの、上筐体２０のプリント基板２
５により覆われる状態となる。
【００２１】
　一方、図２（Ｂ）に示すように、上下筐体２０、３０をスライドさせて開いた状態では
、上下筐体２０、３０が離れることにより、厚さが薄い上筐体２０の第１部分２１と厚さ
が薄い下筐体３０の第３部分３１の間である上筐体２０のナビ操作部２４の下方に、拡張
空隙３９ａが発生する。この拡張空隙３９ａは、下筐体３０の主操作部３３の周囲に設け
られていた空隙３９に連続している。さらに、開状態では、スピーカ３５の背面に設けら
れている貫通孔３８が上筐体２０のナビ操作部２４の下方位置に移動し、この貫通孔３８
によってスピーカ３５の背面空間３７と空隙３９および拡張空隙３９ａが連通することに
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なる。すなわち、スピーカ３５の背面空間３７が、空隙３９および拡張空隙３９ａを含む
大きさに拡大することになる。
【００２２】
　図３および図４に示すように、スピーカ３５の背面容積が大きくなると、低音域におけ
る出力音圧特性が向上することがわかる。すなわち、周波数１０００Ｈｚ以上においては
、背面容積が変化しても出力音圧にはあまり差がないが、周波数５００Ｈｚにおいては、
背面容積が大きくなるほど出力音圧が大きくなることがわかる。
【００２３】
　以上、説明した本発明の第１実施形態にかかる携帯端末１０によれば、段差形状により
形成された第１部分２１および第１部分２１より厚みが大きい第２部分２２を備える上筐
体２０と、段差形状により形成された第３部分３１および第３部分３１より厚みが大きい
第４部分３２を備える下筐体３０とを、連結部１１によってスライド移動可能に連結して
いるので、上筐体２０および下筐体３０をスライド移動させて開くことにより両筐体２０
、３０間に新たな拡張空隙３９ａが生じる。この拡張空隙３９ａに、上筐体２０または下
筐体３０に設けられているスピーカ３５の背面空間３７が連通するので、スピーカ３５の
背面空間３７に空隙３９および拡張空隙３９ａが加えられて拡大し、スピーカ３５の音量
感を向上させることができることとなる。なお、空隙３９および拡張空隙３９ａと背面空
間３７との連通は、プリント基板３４や連結部１１に設けた貫通孔３８を介して行うこと
ができる。
【００２４】
　次に、図に基づいて第２実施形態について説明する。
　図５はスピーカの制御を行う制御系統を示すブロック図、図６はスピーカ制御のフロー
チャートである。なお、前述した第１実施形態と共通する部位には同じ符号を付して、重
複する説明を省略することとする。
【００２５】
　図５に示すように、本発明の携帯端末１０は、上筐体２０および下筐体３０のスライド
移動を検出する検出部４１と、検出部４１からの検出信号に基づいてスピーカ３５の音量
を制御する制御部４２とを備えている。なお、図５においては、便宜上、制御部４２を上
下筐体２０、３０の外側に示しているが、上下筐体２０、３０の内部に設けられているこ
とは言うまでもない。また、検出部４２としては、例えば、閉状態を検出するスイッチ端
子４１ａおよび開状態を検出するスイッチ端子４１ｂを下筐体３０に設け、このスイッチ
端子４１ａ、４１ｂに接触して導通することにより開状態および閉状態を検出するスイッ
チ端子４１ｃを上筐体２０設けることができる。あるいは、上筐体２０と下筐体３０との
位置関係を測定するリニアエンコーダ等を設けて、開状態および閉状態の判断を行うこと
もできる。
【００２６】
　次に、制御部４２によるスピーカ３５の音量調整の例を示す。検出部４１は、上筐体２
０と下筐体３０との間のスライド移動によって携帯端末１０が開かれたことを検出したら
、信号を制御部４２に発する。制御部４２では、送られてきた信号に基づいてスピーカ３
５の音量を低下させる。
　これにより、携帯端末１０が開かれて、スピーカ３５の背面空間３７および空隙３９が
拡大することによって、スピーカ３５の音量が不意に大きくなるのを防止することができ
る。
【００２７】
　あるいは、図６に示すように、スタートしたら（ステップＳＳ）、制御部４２は通話モ
ードを監視して、テレビ電話時やハンズフリー通話時等のように使用者が携帯端末のレシ
ーバを耳から離した状態でスピーカ３５から音声を発する通話モードか否かを判断する（
ステップＳ１）。ハンズフリー通話等でない場合には、戻って引き続き通話モードを監視
する。一方、ハンズフリー通話であると判断された場合には、検出部４１からの信号によ
り、上下筐体２０、３０が開状態であるか否かを判断する（ステップＳ２）。上下筐体２
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０、３０が閉状態であると判断された場合には、制御部４２は第１のエコーキャンセルモ
ードを選択する（ステップＳ３）。一方、上下筐体２０、３０が開状態であると判断され
た場合には、制御部４２は第２のエコーキャンセルモードを選択する（ステップＳ４）。
【００２８】
　ここで、第１のエコーキャンセルモードとしては、閉状態においてスピーカ３５からの
音声をマイク２７が拾って発生するエコーを、閉状態におけるスピーカ特性に応じてキャ
ンセルするように、制御部４２がスピーカ３５を制御する（ステップＳ５）。同様に、第
２のエコーキャンセルモードとしては、開状態においてスピーカ３５からの音声をマイク
２７が拾って発生するエコーを、開状態におけるスピーカ特性に応じてキャンセルするよ
うに、制御部４２がスピーカ３５を制御する（ステップＳ５）。
【００２９】
　なお、制御部４２は、通話が行われている間、スピーカ３５の音量は周波数を制御し続
け、通話が完了したら制御を終了する（ステップＳＥ）。
【００３０】
　以上、説明した本発明の第２実施形態にかかる携帯端末１０によれば、携帯端末１０が
開かれて、スピーカ３５の背面空間３７および空隙３９が拡大することによって、スピー
カ３５の音量が不意に大きくなるのを防止することができる。
　また、テレビ電話時やハンズフリー通話時等のように使用者が携帯端末１０のレシーバ
２６を耳から離した状態で通話する際には、音声はスピーカ３５から発せられることにな
る。この場合において、検出部４１が上筐体２０および下筐体３０のスライド移動を検出
しない場合（すなわち閉状態の場合）には、制御部４２は閉状態に適する第１のエコーモ
ードを選択する。また、検出部４１が筐体２０、３０のスライド移動を検出した場合には
、制御部４２は、開状態に適するよりエコーキャンセル効果が大きな第２のエコーモード
を選択するので、スライド移動の状況に応じて適したエコーモードを選択することができ
、エコーの発生を有効に低減することができる。
【００３１】
　なお、本発明の携帯端末は、前述した実施形態に限定されるものでなく、適宜な変形，
改良等が可能である。
　例えば、前述した実施形態においては、下筐体３０にスピーカ３５を設けた場合につい
て説明したが、本発明にかかる携帯端末１０は、上筐体２０にスピーカを設ける場合にも
適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　以上のように、本発明にかかる携帯端末は、段差形状により形成された第１部分および
前記第１部分より厚みが大きい第２部分を備える第１筐体と、段差形状により形成された
第３部分および前記第３部分より厚みが大きい第４部分を備える第２筐体とを、連結部に
よってスライド移動可能に連結しているので、第１筐体および第２筐体をスライド移動さ
せて開くと両筐体間に空隙が生じる。この空隙に、第１筐体または第２筐体に設けられて
いるスピーカの背面空間が連通するので、スピーカの背面空間が拡大され、スピーカの音
量感を向上させることができるという効果を有し、２つの筐体をスライド可能に有すると
ともに、スピーカを備えた携帯端末等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】閉じた状態の携帯端末であり（Ａ）は本発明の第１の実施の形態にかかる携帯端
末の平面図、（Ｂ）は（Ａ）（Ｃ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図、（Ｃ）は携帯端末の底面図
【図２】開いた状態の携帯端末であり（Ａ）は本発明の第１の実施の形態にかかる携帯端
末の平面図、（Ｂ）は（Ａ）（Ｃ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図、（Ｃ）は携帯端末の底面図
【図３】スピーカ出力音圧周波数特性の例を示すグラフ
【図４】背面容積の違いによる特定の周波数に対する音圧レベルの例を示す表
【図５】スピーカ制御を行う制御系統を示すブロック図
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【図６】スピーカ制御の一例を示すフローチャート
【符号の説明】
【００３４】
　１０　携帯端末
　１１　連結部
　２０　上筐体（第１筐体）
　２１　第１部分
　２２　第２部分
　２３　表示部
　３０　下筐体（第２筐体）
　３１　第３部分
　３２　第４部分
　３３　主操作部（操作部）
　３５　スピーカ
　３７　背面空間
　３９　空隙
　３９ａ　拡張空隙
　４１　検出部
　４２　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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